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そして、原審は、次のように認定判断している。すなわち、ＹにおいてはＰ工場を一つの事業部門として独立採

算制をとつていたことが認められるから、同工場を経営上の単位として人員削減の要否を判断することが不

合理とはいえず、本件雇止めが行われた昭和 46 年 10 月の時点において、Ｐ工場における臨時員の雇止めを

事業上やむを得ないとしたＹの判断に合理性に欠ける点は見当たらず、右判断に基づきＸに対してされた本件

雇止めについては、当時のＹのＸに対する対応等を考慮に入れても、これを権利の濫用、信義則違反と断ずる

ことができないし、また、当時のＰ工場の状況は同工場の臨時員就業規則 74 条２項にいう「業務上の都合が

ある場合」に該当する。 

右原審の認定判断も、原判決挙示の証拠関係及びその説示に照らしていずれも肯認することができ、その過

程に所論の違法はない。（以下略） 


